新　旧　対　照　表
	新
	旧



	高知県みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱

第１条～第16条　「略」

（県内発注）
第17条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。

（委任）
第18条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附　則
１　「略」
２　この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第７条、第８条第３号から第５号まで、第９条及び第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附　則
この要綱は、令和５年７月24日から施行する。
附　則
この要綱は、令和６年３月29日から施行する。
附　則
[bookmark: _GoBack]この要綱は、令和７年５月13日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年３月25日から施行する。
別表第１号「略」
	事業区分
	補助事業者
	補助対象経費
	実施主体
	補助率等

	１～３「略」
	「略」
	「略」
	「略」
	「略」

	４　作業道整備事業
	市町村
	(1)開設後５年を経過した作業道（作業道1.5：幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0：幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5：幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0：幅員3.0メートル））の路面整備に要する経費


(2)～(4)「略」

	市町村、森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等
	

	５「略」
	「略」
	「略」
	「略」
	「略」

	６　自伐林家等林業機械レンタル
	市町村
	原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費
ただし、経費のうち
消費税及び返却時の修繕費等を除く。
ただし、天候不順や災害等のやむを得ない理由により補助対象となるレンタル期間内に返却できなかった場合の回送費については、交付決定額の範囲内で補助対象となるレンタル期間の末日から１カ月後又は当該年度の３月31日のいずれか早い日までを対象とする。

	高知県小規模林業推進協議会の会員
	２分の１以内
　ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。

(1)バックホウ(グラップル付を含む。）、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車

補助金額の上限は
　　15万円/月･台

(2)上記以外の林業
機械の場合
補助金額の上限は
　　　10万円/月･台

(3)レンタル期間は３
箇月以内とする。





別表第２（第４条関係）
	事業区分
	事業内容
	採択要件

	１～３「略」

	「略」
	「略」

	４　作業道整備事業
	国庫補助事業の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修









	①事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。
　ただし、やむを得ない事情により翌年度までの実施が困難と判断される場合には、この限りでない。
②開設は、高知県森林作業道作設指針に則り行うものとする。
　




	
	
(1)「略」

(2)開設







(3)～(6)　「略」



	
「略」

①幅員3.0メートル以下であること。






「略」




	５～６「略」


	「略」
	「略」



別表第３～５号「略」

			高知県みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱

第１条～第16条　「略」


第17条　「新設」


（委任）
第17条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附　則
１　「略」
２　この要綱は、令和８年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第７条、第８条第３号から第５号まで、第９条及び第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附　則
この要綱は、令和５年７月24日から施行する。
附　則
この要綱は、令和６年３月29日から施行する。
附　則
この要綱は、令和７年５月13日から施行する。
「新設」

別表第１号「略」
	事業区分
	補助事業者
	補助対象経費
	実施主体
	補助率等

	１～３「略」
	「略」
	「略」
	「略」
	「略」

	４　作業道整備事業
	市町村
	(1)開設後５年を経過した作業道（作業道1.5：幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0：幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5：幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0：幅員3.0メートル以上））の路面整備に要する経費


(2)～(4)「略」

	市町村、森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等
	

	５「略」
	「略」
	「略」
	「略」
	「略」

	６　自伐林家等林業機械レンタル
	市町村
	原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費
ただし、経費のうち
消費税及び返却時の修繕費等を除く。
	高知県小規模林業推進協議会の会員
	２分の１以内
　ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。

(1)バックホウ(グラップル付を含む。）、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車

補助金額の上限は
　　15万円/月･台

(2)上記以外の林業
機械の場合
補助金額の上限は
　　　10万円/月･台

(3)レンタル期間は３
箇月以内とする。






別表第２（第４条関係）
	事業区分
	事業内容
	採択要件

	１～３「略」

	「略」
	「略」

	４　作業道整備事業
	国庫補助事業の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修










	①事業完了後の翌年度までに搬出　間伐を実施すること。
　ただし、やむを得ない事情により翌年度までの実施が困難と判断　される場合には、この限りでな　い。
②開設は、高知県森林作業道作設指針に則り行うものとする。
　ただし、これにより難い場合は、市町村が地域の実情を考慮し定　めた森林作業道作設指針に則り　行うことができるものとする。


	
	
(1)「略」

(2)開設







(3)～(6)　「略」



	
「略」

①幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。
　(ｱ)１ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合
　(ｲ)生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合

「略」




	５～６「略」


	「略」
	「略」



別表第３～５号「略」






	第１号様式～第７号様式「略」

第８号様式
[image: ]

第８号様式の別紙１～別紙２「略」

	第１号様式～第７号様式「略」

第８号様式
[image: ]

第８号様式の別紙１～別紙２「略」





	第１号様式～第７号様式「略」

第８号様式の別紙３
[image: ]


第９号様式「略」


	第１号様式～第７号様式「略」

第８号様式の別紙３
[image: ]


第９号様式「略」






image1.emf
〇〇林業（振興）事務所長　様

市町村長

記

１　事業実績内訳書（別記第８号様式の別紙１から２）

２　その他（関係書類等）

(　自伐林家等林業機械レンタル　）

  　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号で補助金の交付の決定通知（変更

交付及び追加交付の決定通知）がありましたことについて、高知県みどりの環境整備支援

事業費補助金交付要綱第12条第１項の規定により、その実績を下記の関係書類を添えて報

告します。

　　第　　　　　 号

　　年　　月　　日



　　年度高知県みどりの環境整備支援事業費補助金実績報告書


image2.emf
〇〇林業（振興）事務所長　様

市町村長

記

１　事業実績内訳書（別記第６号様式の別紙１から２）

２　その他（関係書類等）

(　自伐林家等林業機械レンタル　）

  　　年　　月　　日付け高知県指令　　　第　　　号で補助金の交付の決定通知（変更

交付及び追加交付の決定通知）がありましたことについて、高知県みどりの環境整備支援

事業費補助金交付要綱第12条第１項の規定により、その実績を下記の関係書類を添えて報

告します。

　　第　　　　　 号

　　年　　月　　日



　　年度高知県みどりの環境整備支援事業費補助金実績報告書


image3.emf
１　実施した事業内容

補助対象経費

レンタル金額 回送料

（A+B)

（A)　　　　　（消

費税抜き）

（B)　　　　　（消

費税抜き）

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

(注）１　「機種名」欄は、レンタルした機種名(例：バックホウ）を記入してください。

２　「搬出材積」欄は、レンタル機械を使用して搬出した材積量及び県内加工事業者等への出材量を記入してください。

３　複数台をレンタルした場合は、機械毎に「機種名」、「数量」、「規格等」、「レンタル期間」、「補助対象経費」、「レンタル金額」、「回送料」欄はそれぞれ記入してください。

　　ただし、同じ事業地で使用した場合の「搬出材積」は、レンタル期間の最も早い日から最も遅い日までの間に搬出した材積の計を記入してください。

４　「レンタル金額」、「回送料」欄は、補助対象経費（消費税抜き）を記入してください。

５　「施業の種類/搬出面積」欄は、主伐・間伐・作業道開設・改良の別と面積（作業道は幅員と延長）を記入してください。(例　間伐　1.00ha(幅員2.0m、延長150m)）

６　「作業員数」は、事業地で搬出作業(作業道の開設、伐採を含む）に従事した人数を記入してください。「延べ人役」の欄は、作業に従事した人役数の合計を記入してください。

２　事業実施状況確認書類（添付資料）

規格等

・レンタル機械を使用した作業状況写真（１枚以上）

施業の種類

／搬出面積

　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）

作業員数

　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）

自伐林家等林業機械レンタル実施報告書

実施主体 機種名 契約先 数量

・レンタル事業者、機種、型番、レンタル期間、金額の確認できる書類の写し（契約書、納品書、請求書、伝票等）をレンタル機械ごとに添えてください。

延べ人役



　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）



レンタル期間



搬出材積/

（うち県内）



　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）


image4.emf
１　実施した事業内容

補助対象経費

レンタル金額 回送料

（A+B)

（A)　　　　　（消

費税抜き）

（B)　　　　　（消

費税抜き）

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

台 円 円 円 ha ｍ３ 人 人

(　　　ｍ3)

(注）１　「機種名」欄は、レンタルした機種名(例：バックホウ）を記入してください。

２　「搬出材積」欄は、レンタル機械を使用して搬出した材積量及び要綱第８条第１項（10）の県内加工事業者等への出材量を記入してください。

３　複数台をレンタルした場合は、機械毎に「機種名」、「数量」、「規格等」、「レンタル期間」、「補助対象経費」、「レンタル金額」、「回送料」欄はそれぞれ記入してください。

　　ただし、同じ事業地で使用した場合の「搬出材積」は、レンタル期間の最も早い日から最も遅い日までの間に搬出した材積の計を記入してください。

４　「レンタル金額」、「回送料」欄は、補助対象経費（消費税抜き）を記入してください。

５　「施業の種類/搬出面積」欄は、主伐・間伐・作業道開設・改良の別と面積（作業道は幅員と延長）を記入してください。(例　間伐　1.00ha(幅員2.0m、延長150m)）

６　「作業員数」は、事業地で搬出作業(作業道の開設、伐採を含む）に従事した人数を記入してください。「延べ人役」の欄は、作業に従事した人役数の合計を記入してください。

２　事業実施状況確認書類（添付資料）

規格等

・レンタル機械を使用した作業状況写真（１枚以上）

施業の種類

／搬出面積

　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）

作業員数

　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）

自伐林家等林業機械レンタル実施報告書

実施主体 機種名 契約先 数量

・レンタル事業者、機種、型番、レンタル期間、金額の確認できる書類の写し（契約書、納品書、請求書、伝票等）をレンタル機械ごとに添えてください。

延べ人役



　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）



レンタル期間



搬出材積/

（うち県内）



　年　月　日

～　　年　月　日

（　日間）


